
 

建設工事の最低制限価格制度及び低入札調査基準価格制度の適用について（３） 

 

令和８年４月７日 

沼津市財務部契約検査課 

 

令和７年 10 月 14 日付けで沼津市ホームページに掲載した「建設工事の最低制限価格制

度及び低入札調査基準価格制度の適用の変更について（２）」によりダンピング対策強化に

関するお知らせをしたところですが、改めて以下のとおりお知らせします。 

 

 解体工事、機器費の割合が高い工事などの建設工事における最低制限基本価格について

は、沼津市建設工事最低制限価格制度実施要領第３条第２項の算出方法によることとしま

す。 

 また、上記の工事の失格基準価格について、同様に、沼津市建設工事低入札価格調査制

度実施要領第６条第３項の算出方法によることとします。 

※該当案件については、個別に公告または指名通知の際にお知らせします。 

 

 

（参考）沼津市ＨＰ  

・R7.10.14「建設工事の最低制限価格制度及び低入札調査基準価格制度の適用の変更について（２）」  

・沼津市建設工事最低制限価格制度実施要領 

 ・沼津市建設工事低入札価格調査制度実施要領 

※リンクがうまく作動しないときは、 

 沼津市ＨＰ ホーム＞事業者の皆様へ＞入札情報・契約＞建設工事及び工事関連業務 

 ＞建設工事請負契約に係る要領・要綱など（その他） 

 をご参照ください。 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu/doc/1014tuuchi.pdf
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu/doc/1014tuuchi.pdf
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu/doc/kisoku/koujisaitei220501.pdf
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu/doc/kisoku/koujitei.pdf

